
修繕にかかる費用分担判断フロー 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修繕箇所を発見 

緊急性の有無 
有り 

無し 

事業者が応急措置実施 

事業契約 51条、52条に規定
（維持管理業務） 

…市と事業者で確認・協議する事項 

事業契約 35条に規定 

不可抗力／法令変更
に起因するか 
 

事業者帰責か 
Yes 

事業者が修繕費用を全額負担 

市帰責か 

No 

市が修繕費用を全額負担 
Yes 

No 

Yes 

計画外修繕に
該当するか 

修繕保証金の範囲内は事業者が負担 
修繕保証金を超える修繕費用は市が負担 

事業者がサービス対価から負担 
（修繕保証金は使用しない） 

事業契約 35条で規定 事業契約 35条に規定 

引渡し前か 
Yes 想定不可能な構造等の 

重大な欠陥によるものか 
 

Yes 
事業契約 11条に規定 

No 

No 

Yes 

No 

事業契約書別紙 11(法令変更)、 
別紙 12(不可抗力)に基づき負担 


